
東広島市立西条中学校 生徒指導規程 

 

第 1章 総則 

（目的） 

第1条 本規程は，西条中学校生徒指導推進計画に基づき，

学校教育目標，生徒指導重点目標の達成をめざし，本校

生徒が，中学生としての本分を全うできるよう，安心・

安全な学校づくりを目的として定めるものである。 

 

第２章 学校生活に関すること 

（登下校） 

第２条 登下校については，次のことを指導する。 

１ ８時０５分には着席して，朝読書（視写）ができる

ようにする。 

２ 部活動の朝練習で登校する場合は，練習開始１５分

分前より早く登校してはいけない。 

３ 遅刻，欠席の連絡は，必ず保護者が行う。 

４ 朝のホームルーム以降に遅刻して登校した生徒は，

必ず職員室に行き，登校したことを学年の教師に伝

えて教室に入る。 

５ 遅刻は，３回で家庭連絡を行う。５回で保護者に来

校してもらう。 

６ 自転車通学については，事前に許可を得た者が，許

可証をつけた自転車で登下校できる。 

７ 登下校は原則制服とするが，部活動をする生徒は，

部活着，体操服で登下校してもよい。 

８ 登下校の際は，寄り道・買い食いをしない。 

 

（授業） 

第３条 授業に関することについては，次のことを指導す

る。 

１ 授業開始のチャイムが鳴る前には着席し，授業がで

きる態勢で待つこと。 

２ 授業に遅れたときは，教科担任に理由を必ず伝える

こと。 

３ 忘れ物をしない。授業道具を忘れた場合は，授業開

始までに教科担任に理由を必ず伝えること。授業道

具の貸し借りは禁止とする。 

４ 授業に集中し，授業妨害など他の生徒への迷惑にな

るような行為は絶対にしない。 

５ 教科担任の許可なく席を立たない。 

６ 授業終了のチャイムが鳴り終わるまで教室から出

ないこと。 

７ 各教科で許可されたもの以外は，必ず家に持って帰

ること。 

８ 手洗いは，休憩中にすませ授業中に行かないように

すること。 

 

（保健室の利用） 

第４条 保健室の利用については，次のことを指導する。 

１ 保健室に電話をして許可をうけた後，保健室に行か

せる。緊急を要する場合を除いて，生徒は学年や教

科の先生に許可を得て，保健室に行く。 

２ 保健室での休養は 1時間とし，それ以降体調がよく

ならない場合は学年部で保護者に連絡し早退させ

る。 

 

（部活動） 

第５条 部活動については，次のことを指導する。 

１ 部活動に入部するときは，保護者，担任，顧問の許

可を得て入部届けを提出すること。 

２ 部活動の活動時間を厳守すること。部活動終了後１

５分以内に下校できるよう速やかに行動すること。

既定の大会２週間前は，３０分の部延長を認める。 

３ 大会などに参加するときは，西条中学校の代表とし

て活動しているという自覚を持つこと。 

４ 退部の際は，保護者，担任，顧問の許可を得て退部

届けを提出すること。 

第６条 部活動の服装については，次のことを指導する。 

１ 部活特有の所有物（Ｔシャツ，ジャージ，靴下等）

は部活動の時のみ着用させるものとする。色は白か

黒系とし，背部や胸部のプリントはよいが，華美に

ならないようにする。また長期休業中も利用しても

よい。日常の学校生活には利用しないものとする。

（体育や組曲の時の着用は不可）。 

 

（持参物）             

第７条 学校への持参物については，次のことを指導する。 

１ 授業や部活動など学校教育の活動に必要のないも

の（不要物）を持ってこないこと。 

２ 鏡は持ってこない。 

３ くしは持ってきてもよい。だだし，ブラシは持って

こない。 

４ 休日に昼食がいる場合は持ってこさせる。どうして

も準備できないときは，登校途中で買ってくること

は認める。学校から買いにでることはできない。 

５ 飲み物はお茶のみとする。ただし，体育大会及びそ

の練習期間，休日，長期休業，部活動の試合のとき

のみスポーツドリンクを持ってくることができる。 

６ 飲み物は水筒に入れて持参し，ペットボトルで持参

しない。 

７ かさは，玄関に置かず教室のベランダへ置く。また，

きちんと記名すること。 

８ 通学カバン及びサブバッグにキーホルダー，マスコ

ットなどをつけない。 

９ 学校に不要なお金や貴重品等は持ってこないこと。

また，生徒同士でのお金の貸し借りはしないこと。

事情により持参した場合は，朝の早い段階で担任等

に預けることとする。 

１０ 不要物（ゲーム機，音楽プレイヤー，マンガ類，

菓子類など）は担任または学年の生徒指導担当が預

かり，保護者に返却する。事情により持参した場合

など，１時間目開始までに自己申告で担任等に預け

た不要物に関しては放課後本人に返却する。 

 

 



（携帯電話について） 

第８条 携帯電話等の通信機器の校内持ち込みは禁止す

る。 

１ 家庭及び学校外での携帯電話やスマートフォン，そ

の他の通信機器やパソコンの使用に関しては，保護

者の責任で，必ず家庭内におけるルールを作り，フ

ィルタリングをし，各家庭で利用状況を把握するこ

と。 

２ SNSの書き込み，画像や動画の公開・送信等の不適

切な使用方法を禁止する。 

３ 校内に持ち込んだ場合は，物品を学校で預かり，保

護者に返却を行う。また，犯罪行為や人権侵害（い

じめや誹謗中傷も含む）にかかわるものについては，

関係諸機関と連携し適切に指導する。 

 

（日焼け止め等について） 

第９条 日焼け止め，制汗シート等の使用について 

 ・日焼け止め，リップクリーム，ハンドクリーム，制汗   

シートを使用する際は，指定された更衣場所とする。 

・持ち込むものに必ず氏名を記入し，各自で管理をする。 

・生徒同士の貸し借りは行なわない。 

・日焼け止め剤としては，『「無香料」「無着色」』の表示

があるものを使用する。 

・制汗シートは「無香料」のものを使用する。 

 

 

（自転車通学） 

第１０条 自転車通学については，次のことを指導する。 

１ 自転車通学許可条件は，原則として 1.6㎞以遠とし，

許可範囲は指定の地図上の太線の外側で，交通法規

を実践できる者とする。 

２ 学校で自転車の点検を受け，番号シールを貼り，自

転車に名前を記入すること。 

３ 必ずヘルメットを着用し，リフレクターを装着する。 

４ 荷台をつけて，荷台に荷物を載せひもでしっかり固

定すること。また，前かごには荷物を入れない。 

５ ドロップ式，セミドロップ式，つのハンドル等のハ

ンドルは許可しない。 

６ ブレーキ，反射鏡，ベル，ライト，かぎが完全であ

ること。 

７ 装飾品はつけない。また，荷台のないタイプは禁止

とする。 

８ 雨天の場合，かささし運転は禁止とし，レインコー

トを着用すること。 

９ 交通安全の上から「学校規定のウインドブレーカー」

を着用することが望ましい。 

10 ノーヘルや二人乗り等の自転車通学許可違反につ

いては，特別な指導をする。 

※その他交通マナー，交通法規を守ること。 

・ノーヘルは１回，その他違反は２回で１週間の自転          

車通学停止とする。 

 

（服装） 

第１１条 制服については，次の通り学校が定める制服を

正しく着用すること。 

①男子制服 

○学生服；標準型黒学生服 

ただし次の条件が満たされていなければなりません。 

・そで口のあかないもの。 

・ステッチのないもの，裏地が派手でないもの。 

・えりの高さは，３～５センチ。 

・わきのしぼりは１本まで。 

・ズボンはノータック。 

○カッターシャツ 

・白長袖のカッターシャツ 

・夏は指定のポロシャツ 

・白を基調とした下着を必ず着用する。 

○ベルト 

・黒色で幅２～３センチ 

②女子制服 

○冬上衣 

・紺色ボックスコート（テーラーカラー，６つダブルボ

タン） 

・ベスト（紺色・えりはＶ字型） 

○ブラウス 

・白長そでフラットカラーで装飾のないもの。 

・夏は指定のポロシャツ 

○スカート 

・プリーツスカート（ひだは４～５センチ） 

・たけは，ひざがかくれる程度。 

〇スラックスズボン 

・学校指定のもの 

○夏制服 

・指定のポロシャツ 

・スカート（形は冬型と同じ） 

③履物 

○通学くつ 

・布製の白色，ひもつき，中は無地 

〇くつした 

・白・黒・紺（小さなワンポイントはよい）で，長さは   

くるぶしが見えないもの，膝にかからないものとする。 

 〇上履き 

 ・学校指定の上履き 

④その他 

・セーター類については白，グレー，紺，黒色の無地で，

Ｖネックとする。制服の袖や襟から出ないものとする。

トレーナーは着用しない。 

・手袋，マフラー，ネックウォーマーは教室では着用し

ない。（色は，セーターの色に準じ，華美でないもの。

小さなワンポイントはよい。） 

・マフラー，ネックウォーマーはウインドブレーカーと

同時着用とする。マフラーは必ずウインドブレーカー

の中に入れる。 

 

（体操服） 

第１２条 体操服の着用については，次のことを指導する。 

１ 体育やその他のことで，体操服を着用した後は原則

として制服に着替える。（ただし，6校時以降のとき

はそのまま体操服でよい。短パンは不可でジャージ

の下を着用させる。） 



２ 寒くて体調の悪い生徒に対しては教員が許可し，ウ

インドブレーカーもしくはジャージを着用させる。 

３ 体育の見学は体育の服装とする。 

４ 帽子の着用については，男女とも指定のキャップ式

を着用すること。 

 

（頭髪） 

第１３条 頭髪については，次のことを指導する。 

１ 学習やスポーツの妨げにならず，清潔な髪型である

こと。 

・学習，運動の妨げにならぬよう，前髪は目にかから

ないようにする。 

・横髪はモヒカンやアシンメトリーにならないように  

すること。また，極端な段差がでるような刈り上 

げはしないこと。 

・後髪は肩まで伸びたら必ず結ぶ。 

・ゴムは黒一色で，太さは５mmまでとする。結び方

は耳の高さ以下で１つか２つに下向きに結ぶ。 

・結ぶ際は左右どちらかに偏らないようにする。 

・ヘアピンは黒・紺・茶でアメリカピンを最低限の数

を使用し，まゆの高さで以下で止める。また，クロ

スは禁止で，長さは５cm以内とする。 

・パーマ（ストレートパーマを含む），カール，染色，

脱色，整髪料の使用は禁止。手を加えない。 

・ピアスをつけたり，眉をつついたりしない。 

 

第３章 学校外の生活に関すること 

（校外生活） 

第１４条 外出などの校外生活については，次のことを指

導する。 

１ 保護者同伴の場合を除き，生徒だけで次の場所は行

ってはいけない。（映画館，ゲームセンター，ゲーム

コーナー，フードコート，インターネットカフェ，

まんが喫茶，ボウリング，カラオケ，コンサート，

演劇，催し物，飲食店，キャンプ，旅行，海水浴，

プールなど） 

２ 友人宅などへの外泊は禁止する。また，保護者など

の大人がいない家にはあがらないこと。 

３ 深夜徘徊をしない。 

４ 外出する時は，保護者に行き先と帰宅時間を告げる

こと。 

５ 危険箇所や私有地などへは立ち入らない。 

６ 公共の場を利用する時は，使用上のルールを守るこ

と。 

７ 法律に則り，社会の一員としてのルール・マナーを

守ること。 

８ アルバイトは，原則禁止である。 

９ 休日に忘れ物などを取りに来る場合は，制服または

体操服で登校すること。 

１０ 保護者が送迎をする場合は，下校時間など事前に

生徒が保護者に連絡を取っておくこと。（送迎の場

所は，玄関前を原則とする。できるだけ，自分の力

で登下校するのが基本である。） 

 

 

（卒業生への対応） 

第１５条 卒業生への対応については，次のことを指導す

る。 

１ ふさわしくない格好（過度の脱色，派手な髪型，制

服を着ていない，ピアス）で来校した場合は，校内

に入れない。その際は，生徒指導部を中心に必ず複

数で対応し，生徒の学校生活に支障をきたす行為が

あった場合には，警察に連絡するなどの処置をとる。 

２ 具体的用件があって来校してきた場合は，必ず職員

室に立ち寄らせ，用件を聞いて関係の先生が対応す

る。また，部活動などの活動場所へ行く場合にも，

必ず職員室に立ち寄らせ，その旨を関係の先生に伝

える。 

３ 相談などで来校させる場合の応対はできるだけ職

員室・学年室・事務室などは避け，相談室や休養室

で行なう。 

４ 卒業生への対応においては次のようなことに留意

して対応することとする。 

・必要に応じて家庭や高校との連携を取る。 

・原則として，在校生と接触はさせない。  

・在校生の学校活動時間中に来た場合には，在校生の

活動を最優先に考え対応する。 

 

第４章 生徒指導上の対応・違反などに対する指導に関す

ること 

（関係機関との連携） 

第１６条 原則として，くり返し違反したり，指導に従え

なかったりした場合は保護者を召喚し，反省を促す。また，

法に触れるような行為（暴力・器物破損・喫煙・万引きな

ど）については，教育委員会，東広島警察署，子ども家庭

センターなど関係機関と連携する。 

 

（家庭連携） 

第１７条 次のような行為が認められた場合は，保護者に

来校を求めるものとする。 

１ 法に触れる行為（万引き，喫煙，飲酒，暴力行為な

ど）をした場合 

２ その他，必要と思われる行為をした場合【服装，髪

型，遅刻（５回目で），交通ルール，ゲームセンター

への出入り等で，指導をしても改善が見られない場

合】 

（特別な指導） 

第１８条 問題行動を起こした生徒について教育上必要

と認められる場合は，保護者と連携を図り，特別な指導を

行う。また，事案により，法令順守・再発防止のため，校

内での指導に留めず，警察等の関係諸機関と連携し適切に

指導する。 

○上記のような保護者に来校を求める状況が発生した場

合，またそれに準ずるような問題行動を引き起こした場合

において，教室外指導を行うことがある。問題行動の事実

を確認，引き起こしたことへの自覚，日常生活を踏まえて

の反省，落ち着いた学習習慣の習得という目的で，保護者

理解の下で行う。 

 

この規則は，令和５年４月１日より施行する。 


